
鳥取県がん薬物療法専門医等資格取得負担金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、鳥取県がん薬物療法専門医等資格取得負担金（以下「本負担金」と

いう｡)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本負担金は、県内の医師ががん薬物療法専門医又は放射線治療専門医の資格取得するために必

要となる費用を一部県が負担することにより、質の高いがん医療の提供体制の確立を行うことを目的

として交付する。 

 

（負担金の交付） 

第３条  県は、前条の目的の達成に資するため、県内の医療機関に従事する医師で、２年以内に別表に掲

げる専門医を取得しようとする者が、専門医の受験資格に必要な研修会、講習会、セミナー等を受講

した場合に、予算の範囲内で本負担金を交付する。 

  ただし、資格の更新及び再認定の場合は対象外とする。 

２ 本負担金の額は、前項に規定する研修会等に参加するための受講料及び旅費の合計額から寄附金その

他の収入額を控除した額に、３分の２を乗じて得た額（算出して得た額に１千円未満の端数が生じた

場合には、これを切り捨てた額）とする。 

３ 前項の旅費の額は、職員の旅費等に関する条例（昭和４５年鳥取県条例第４８号）による額を上限と

する。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本負担金の交付申請は、研修会等に参加した年度の属する３月３１日（その日が日曜日又は土

曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日）までに行わ

なければならない。 

２  規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様

式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本負担金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として３０日を加えた日数が

経過する日までの間に行うものとする。 

２ 本負担金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（着手届を要しない場合） 

第６条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する事業以外のす

べての対象事業に係る場合とする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、本負担金の増額を伴うもの以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

  

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに

行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止

の日から、１か月を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日 



（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年

度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（雑則） 

第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本負担金の交付について必要な事項は、福祉保健部長

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表 

１ 実施機関 ２ 専門医 

公益社団法人日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 

公益社団法人日本放射線腫瘍学会 
放射線治療専門医 

公益社団法人日本医学放射線学会 

 



別紙 国内旅費の基準額 

 

１ 交通費については、出発地から目的地までの往復割引切符の額（原則として最も経済的な通常の経路及び

方法により旅行した場合の運賃）とし、国内旅費基準表の各区分に応じた額の合計額。ただし、域内交通費

（目的地から宿泊地の間の旅費等）については認めない。 

２ 日当については、宿泊を伴う県外旅行又は帰着が午後９時以降となる県外旅行について、旅行日数１日あ

たり、国内旅費基準表の各区分に応じた額の合計額。 

３ 宿泊料については、夜数１夜あたり、国内旅費基準表の各区分に応じた額の合計額。 

 

【国内旅費基準表】 

区分 種類 備考 

交通費 鉄道賃 旅客運賃 ＩＣ乗車券の運賃の設定があり、ＩＣ乗車券を利用する場合は

当該運賃。 

急行料金 必要とする場合 

座席指定料金 特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片

道１００キロメートル以上のものに限る。 

船賃 旅客運賃（はしけ

賃及び桟橋賃を含

む。） 

等級を３階級に区分する船舶の場合には中級、２階級に区分す

る船舶の場合には下級の旅客運賃とする。 

寝台料金 必要とする場合 

座席指定料金 必要とする場合 

航空賃 旅客運賃（旅客施

設利用料を含

む。） 

全日空便を利用する場合は、ANA フレックス（D タイプ）の料

金（ただし、D タイプ以上の運賃となった場合は、実際に要し

た額）、全日空便以外を利用する場合は実際に要した額 

（参考）ANA フレックス（D タイプ）運賃 

区間 平常時 ピーク時 

鳥取 ２７，７９０円 ２９，０９０円 

米子 ２９，０９０円 ３０，２９０円 

※旅客施設利用料を含む、片道 

車賃 私有自動車等を使

用したもの 

１キロメートルあたり２５円 

日当 ２，２００円 １，１００円となる日数を除く、旅行日数１日当たり 

１，１００円 次に掲げる旅行日数１日当たり 

（１）公用車又は私有自動車等（同乗者に限る）を利用して旅

行する場合の旅行日数 

（２）前泊（用務期間の前日に宿泊）する場合の出発日 

（３）後泊（用務期間の後日に宿泊）する場合の帰着日 

（４）帰着が午後９時以降となる県外旅行で宿泊を伴なわない

もののうち、午後１時以降に出発する場合の旅行日数 

宿泊料 １０，９００円 さいたま市、千葉市、東京都（特別区の区域内に限る）、横浜

市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神

戸市、広島市及び福岡市 

９，８００円 上記以外の地域（鳥取県の区域内を除く） 

８，２００円 鳥取県の区域内 

 


